
こ

と
、

等
が
示
さ
れ
た
。

こ

こ

で

予
告
さ
れ
た
収
穫
地
価
調
査
方
法
に
つ

い

て
の

達
し
は
、

村
方
で

の

反
別
調
査
が
ほ
と
ん
ど
終
了
し
た
一

八
七
五
年
六
月
十
五
日
、

第
七

一

号
達
と
し
て
、

「
横
浜
港
内
ヲ

除
ク
ノ

外
各
区
正
副
戸
長
」
に

対
し
布
達
さ
れ
た
。

「
反
別
位
当
部
分
書
上
」
の

作
成
が
そ
れ
で

あ
る（『
資
料
編

』16

近
代
・

現
代
（

6

）
二
一

六
ペ

ー
ジ

）。

こ
の

調
査
は
、

ま
ず
全
村
の

田
畑
宅
地
林
野
の

面
積
を
、

そ
れ
ぞ
れ
従
来
の

小
作
米
金
・

貸
地
代
等
の

多
寡
に

よ
っ

て
、

い

く
つ

か
の

等
級
に

区

分
す
る
（
た
だ
し
、

等
級
と
称
え
ず
、

上
ノ

上
、

中
ノ

下
と
い

っ

た
位
付
け
の

方
式
に
よ
っ

て
い

る

）。
そ
の

際
「
自
作
地
ハ

隣
地
ノ

小
作
ヘ

比
較
」
し
て

小

作
料
を
仮
定
し
等
級
づ

け
を
す
る
。

こ

の

等
級
区
分（「
反
別
位
当
部
分
書
上
」）は
、

正
副
戸
長
・

村
用
掛
り
・

代
議
人
が
立
会
い
、

地
主
ら
が
地
位
の

肥
沃
度
を
参
考
に

し
て

熟
議
し
て

行
う
と
さ
れ
た
。

こ

れ
に

も
と
づ

く「
一

筆
限
収
穫
地
価
算
量
等
ノ

義
ハ

」、

不
日
達
す
る
と
し
て
ま
だ
明
ら
か
に

し
て
い

な
い
。

し
か
し
、

こ

れ
の

村
方
で
の

実
施
に

あ
た
っ

て
、

県
は
こ

の

達
の

督
促
・

修
正
を
た
び
た
び
行
っ

た
。

ま
ず
、

一

八
七
五（
明
治
八

）

年
八
月
七
日
第
一

四
一

号
達
で
、

「
反
別
上
中
下
位
当
書
上
」
げ
を
八
月
二

十
日
限
り
提
出
す
べ

き
旨
を
督
促
し
、

さ

ら
に

十
月
十
四
日
に
は
第
一

九
二

号
・

一

九
三

号
達
で
、

各
村
と
も
、

改
正
反
別
に

も
と
づ

き
地
主
・

小
作
人
間
で
、

新
た
な
小
作
証
を
作
成
す
る
よ
う
命
じ
る
と
と
も
に
、

小
作

料
等
級
別
面
積
調
査
に
つ

い

て

も
内
容
の

修
正
を
行
っ

た
。

ま
ず
第
一

九
一

号
の

達
で

は
、

さ
き
の

督
促
に

も
か
か
わ
ら
ず
書
上
げ
提
出
は
、

二

か

月
を
経
た
こ

の

時
点
で

も
「
追
々

差
出
候
向
モ

有
之
候
」
と
い

う
有
様
で

あ
っ

た
が
、

こ

れ
ま
で
の

提
出
分
の

中
に

は
、

「
民
情
区
々

ノ

見
据
ヲ

立

算
出
」
し
た
「
実
際
不
適
当
」
な
も
の

が
多
く
み
ら
れ
た
の

で
、

ま
ず
、

小
作
料
等
級
別
面
積
の

根
拠
と

な

る
村
内
小
作
地
の

小
作
料
を
改
正
反

別
に
よ
る
地
位
適
当
の

額
に

改
訂
す

る

こ

と

を
命
じ
て
い

る
。

当
初
、

県
は
、

農
民
は
「
必
地
価
低
寡
」
を
申
告
す
る
「
民
慾
ノ

慣
習
」
が
あ
る

が
、

従
来
の

小
作
料
額
は
、

偽
る
こ

と
は
で

き
な
い
。

よ
っ

て
、

実
際
の

小
作
料
額
の

多
寡
か
ら
そ
の

地
の

地
位
を
定
め
る
こ

と
が
で

き
る
と
考
え

て
い

た
。

す
な
わ
ち
、

地
租
改
正
法
の

地
方
官
心
得
第
一

四
章
「
小
作
米
ハ

…
…
収
穫
ノ

多
寡
ヲ

推
知
ス

ヘ

キ
確
証
ニ

シ

テ
、

人
民
互
ニ

欺
隠
ス

ル
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能
ハ

サ
ル

者
タ
ル

ヲ

以
テ

第
二

則
（
小
作
米
金
か
ら
の

地
価
算
定
）
ヲ

適
実
ノ

者
ト
ス

」
に

も
と
づ

く
考
え
で

あ

る
。

し
か
し
、

管
下
現
存
の

小
作
料

額
は
旧
反
別
に

も
と
づ

き
定
め
ら
れ
て

お
り
、

縄
延
び
・

縄
縮
み
が
小
作
料
額
に

影
響
を
与
え
て
い

る
。

ま
た
、

当
時
の

不
均
等
な
貢
租
制
度
と
種

々

の

形
態
を
も
つ

地
主
小
作
関
係
の

下
で

は
、

地
力
の

高
低
を
反
映
し
な
い

小
作
料
額
が
数
多
く
存
在
し
て
い

た
。

こ

の

よ
う
な
事
実
が
、

小
作
料

等
級
別
面
積
調
査
の

進
行
に
つ

れ
、

県
の

認
識
す
る
と
こ

ろ
と
な
っ

た
の

で

あ
ろ
う
。

よ
っ

て
、

現
存
の

小
作
料
の

額
に

そ
の

ま
ま
依
拠
せ

ず
、

ま

ず
、

改
正
反
別
に

も
と
づ

く
地
力
適
当
の

小
作
料
額
を
地
主
・

小
作
人
間
で

締
結
さ
せ
、

こ

れ
を
基
礎
に

小
作
料
等
級
別
面
積
を
調
べ

よ
う
と
し
た

の

で

あ
る
。

こ

の

達
し
に
は
「
小
作
証
」
雛
形
が
示
さ
れ
て
い

る
が
、

そ
れ
に
は
、

小
作
人
が
一

地
主
か
ら
借
り
受
け
た
小
作
地
に
つ

き
、

一

筆
ご

と
に

前
述
反
別
調
査
に

も
と
づ

く
（
野
帳
記
載
の

）
字
・

地
番
・

地
目
・

面
積
と
そ
れ
に

対
す
る

契
約
小
作
料
額
、

そ
の

基
準
と

な
っ

た
反
当
小
作

料
額
と
が
記
載
さ
れ
、「
右
ハ

地
位
適
当
ヲ

以
テ
壱
ケ
年
書
面
小
作
米金
高
ノ

約
定
ニ

極
、

当
何
年
何
月
ヨ

リ
来
ル

何
年
何
月
迄
何
ケ
年
季
ニ

定
メ
、

相

預
リ
候
処
実
正
也
」
云
々

と
い

う
文
言
が
付
さ
れ
て
い

る
。

つ

い

で

凶
災
の

際
は
地
主
・

小
作
人
立
会
、

検
見
の

上
適
当
な
減
免
を
す
る
こ

と
、

年
期

中
小
作
料
不
納
の

節
ま
た
は「
地
主
自
作
ニ

付
入
用
ノ

節
」
は
、

小
作
人
は
収
穫
後
明
地
に

し
て
返
地
す
る
こ

と
（
十
一

月
二

日
の

第
二

〇
六
号
達
で
、

小
作
料
不
納
の

ば
あ
い

は
保
証
人
弁
納
と
文
言
を
一

部
改
訂
）、

作
付
の

ま
ま
返
地
す
る
際
は
、

作
毛
代
金
を
地
主
が
支
払
う
こ

と
等
の

諸
規
定
が
続
き
、

地
主
・

小
作
関
係
の

内
容
が
示
さ
れ
て
い

る
。

元
来
、

地
租
改
正
に

よ
っ

て

私
的
土
地
所
有
権
が
確
定
し
た
土
地
の

上
に

成
立
つ

地
主
・

小
作
関
係
は
、

法
的
に

は
私
的
な
契
約
に
ほ
か
な
ら
な

い

の

で

あ
る
が
、

以
上
の

県
の

措
置
は
、

こ

れ
を
公
権
力
を
も
っ

て

所
定
の

内
容
に
一

率
に

改
変
し
よ
う
と
す
る
も
の

で

あ
っ

た
。

し
か
も
、

こ

の

雛
形
に

よ
る
と
、

「
小
作
証
」
に

は
、

小
区
戸
長
の

奥
書
を
必
要
と
し
、

ま
た
「
小
区
会
所
ニ

於
テ
ハ

、

兼
テ

小
作
証
台
帳
備
置
、

其
度
々
一

筆
限
記

載
・

割
印
致
シ
、

腹
書
ニ

年
季
ヲ

付
シ

継
年
季
ノ

節
ハ

朱
書
ニ

テ
附
置
」
く
こ

と
と
さ
れ
た
。

こ

れ
は
一

面
、

地
主
・

小
作
関
係
に

対
す
る
公
証
制
度

と
も
い

え
る
が
、

他
面
で

は
、

自
由
な
私
的
契
約
を
制
約
す
る
公
権
力
の

規
制
を
意
味
し
た
。

当
時
の

県
官
は
、

こ

の

よ
う
な
こ

と
に

ま
で

思
い

を
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い

た
す
こ

と
な
く
、

い

わ
ば
地
価
算
定
の

技
術
的
手
段
と
し
て
、

既
存
の

地
主
・

小
作
関
係
の

画
一

的
改
変
に

ま
で

手
を
つ

け
よ
う
と
し
た
の

で

あ
る

（
た
だ
し
、

こ

の

達
文
末
尾
に
は
「
尤
地
主
・

小
作
人
ト
ノ

間
ニ

従
前
格
別
ノ

約
定
有
之
分
ハ

其
趣
意
小
作
証
ヘ

書
加
ヘ

置
候
様
可
致
」
と
し
て
、

例
外
を
認
め
、

強

引
に

す
べ

て
の

地
主
・

小
作
関
係
を
一

挙
に

画
一

化
す
る
こ

と
は
考
え
て
い

な
い
。

こ

の

よ
う
な
「
従
前
格
別
ノ

約
定
有
之
」
分
は
、

地
位
決
定
上
で

は
不
適
当
な
も

の

と
し
て

除
外
す
る
心
算
で
あ
っ

た
の

で
あ
ろ
う
）。

つ

い

で

第
一

九
三

号
達
で

は
、

「
反
別
位
当
部
分
書
上
」
は
、

「
田
畑
作
毛
上
無
難
豊
熟
ノ

年
柄
」

の

小
作
料
額
（
契
約
小
作
料
額
と
み

て

よ

い

で
あ
ろ
う
）
に

も
と
づ

い

て

等
級
区
分
し
た
も
の

を
一

通
、

さ
ら
に

「
十
ケ
年
以
内
ニ

於
テ
違
作
水
旱
凶

災
等
ノ

内
損
ヲ

引
去
リ
平
均
一

ケ
年
ニ

当
」
る
一

〇
か
年
平
均
実
納
小
作
料
額
に

よ
っ

て

等
級
区
分
し
た
も
の

を
一

通
、

計
二

通
提
出
す
る
よ
う
命

じ
た
。

小
作
米
金
に
よ
る

地
位
等
級
の

編
成

さ
ら
に

同
年
十
一

月
二

日
、

各
区
正
副
区
戸
長
あ
て

第
二

〇
六
号
達
で
、

ふ

た
た
び
書
式
が
修
正
さ
れ
、

「
書
式
ノ

内
上
中

下
部
分
之
儀
は
詮
議
之
筋
有
之
、

取
消
シ

右
上
中
下
ヲ

更
ニ

一

等
・

弐
等
・

三

等
と
配
称
シ
、

地
位
ノ

沃
瘠
ニ

従
テ
、

幾
級

ニ

モ

等
名
ヲ

以
テ
比
格
」
す
る
こ

と
と
さ
れ
た
。

こ

こ

で

地
位
等
級
制
の

形
が
整
っ

た
わ
け
で

あ
る
。

こ

う
し
て
、

一

八
七
五
（
明
治
八

）
年
六
月
か
ら
十
一

月
に
か
け
て
、

「
反
別
位
当
部
分
書
上
」
作
成
の

方
針
は
漸
次
詳
細
な
も
の

に

修
正
さ
れ

て
お
の

ず
か
ら
地
位
等
級
編
成
が
進
め
ら
れ
て
い

く
が
、

管
下
諸
村
か
ら
の

提
出
は
お
お
む
ね
十
二

月
下
旬
ま
で

に
は
な
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。

こ

の

短
い

期
間
か
ら
す
れ
ば
、

十
月
第
一

九
二

号
達
が
命
じ
た
村
内
の

地
主
・

小
作
関
係
に
、

新
「
小
作
証
」
を
締
結
さ
せ
て

変
更
を
加
え
る
と
い

う

困
難
な
作
業
は
回
避
し
、

さ
し
あ
た
り
「
反
別
位
当
部
分
書
上
」
作
成
に

専
念
し
た
の

で

あ
ろ
う
。

第
五
大
区
（
橘
樹
郡
の

う
ち
四
二

か
村
）
に

廻
達
さ
れ
た
、

明
治
八
年
十
一

月
付
け
の

「
小
作
証
」
雛
形
（
お
そ
ら
く
県
下
一

般
に

廻
達
さ
れ
た
も
の

で

あ
ろ
う

）
は
、

こ
の

こ

と
を
証
明
し
て
い

る
。

そ
れ
は
、

次
に

掲
げ
る
ご
と
く
、

先
の

十
月
十
四
日

第
一

九
二

号
達
が
掲
げ
た
前
述
「
小
作
証

」

雛
形
は
完
全
に

換
骨
奪
胎
さ
れ
、

現
実
の

地
主
・

小
作
関
係
に

直
接
な
ん
ら
影
響
を
与
え
な
い
、

改
正
反
別
に

も
と
づ

く
小
作
料
額
の

た
ん
な
る
証
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明
書
に

姿
を
変
え
て
し
ま
っ

て
い

る
。

小

作
　
証

何
大
区
何
小
区
何
村

地
主

苗

何

兵

衛

何
村小

証
人

苗

何

兵

衛

第
何
大
区
何
小
区
何
村

何
十
何
番

一

　
田
何
反
何
畝
歩
　
但
反
米
何
程

此
小
作
米
何
程

右
之
通
相
違
無
御
座
候
、

以
上

右
地
主
　
苗

何

兵

衛

小
証
人
　
苗

何

兵

衛

明
治
八
年
十
一

月

何
小
区
何
村
　
村
用
掛
御
中

さ
て
、

県
は
、

こ

の

諸
村
か
ら
提
出
さ
れ
た
書
上
の

内
容
を
検
討
し
て
、

十
二

月
二

十
一

日
、

各
区
戸
長
に

対
し
、

次
の

達（
第
二

五
七
号
）を
下

し
た（
注
（

1

）
お
よ
び
前
掲
「
地
租
改
正
雑
集
　
弐
」）。

各
区
　
区
戸
長

地
租
改
正
ニ

付
、

田
畑
宅
地
及
山
林
野
税
地
等
地
位
ニ

従
テ

等
級
ヲ

部
分
シ
、

小
作
米
金
代
・

地
代
（
注
－
宅
地
の

貸
地
料
の

こ

と

）、

歳
〻

上
リ
高
書
上
帳
夫
〻
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算
量
検
閲
候
処
、

土
地
之
沃
瘠
耕
耘
之
難
易
ヨ

リ
、

入
額
異
同
ヲ
生
ス

ル

ハ

固
ヨ

リ
論
ヲ

竣
タ
ス

ト

雖
モ
、

隣
地
ニ

接
渉
シ

テ
自
他
区
画
ヲ

界
シ
、

殊
異
昂
低
ア

ル

ハ

、

区
戸
長
・

村
用
掛
等
ノ

注
目
ヲ

要
ス

ル

ト
、

要
セ

ザ
ル

ト
ニ

ヨ

リ
自
然
民
心
ノ

方
向
ニ

関
シ
、

真
偽
二

途
ニ

出
候
義
ニ

モ

可
有
之
哉
、

故
ニ

其
不
可
ナ
ル

者

ハ

当
否
再
調
ノ

上
、

孰
モ

平
準
ニ

帰
シ

可
差
出
筈
、

各
区
々

長
、

此
程
県
会
之
節
決
議
候
条
、

曩
ニ

差
出
セ

シ

帳
簿
ハ

平
均
表
ヲ

添
ヘ

、

一

ト

先
下
ケ
渡
候
間
、

此

上
区
内
集
会
反
覆
審
議
ヲ

尽
シ
、

隣
区
接
渉
ノ

地
ハ

各
区
会
同
、

渾
而
実
際
正
覈
ニ

取
調
、

右
書
上
帳
ヘ

ハ

四
周
村
〻

左
ノ

書
式
ノ

通
奥
書
調
印
取
揃
、

早
〻

差
出

シ

候
義
ト

可
相
心
得
、

此
旨
相
達
候
事

明
治
八
年
十
二

月
廿
一

日

神
奈
川
県
令
　
中

島

信

行

す
な
わ
ち
、

諸
村
か
ら
提
出
し
た
書
上
に

は
、

隣
接
村
の

そ
れ
と
不
均
衡
が
あ
っ

て

調
整
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

よ
っ

て
、

こ

れ
を
一

旦

各
村
に

下
戻
し
、

各
大
小
区
ご
と
に

区
戸
長
が
集
会
し
て

手
直
し
を
行
う
よ
う
指
示
し
た
の

で

あ
る
。

そ
し
て
、

村
か
ら
改
め
て

提
出
す
る
書
上
に

は
、

隣
接
村
に
よ
る

何
村
田
畑
其
他
位
当
部
分
取
調
ニ

付
、

当
村
ニ

立
会
、

小
作
米
金
等
渾
而
算
量
見
届
、

比
較
候
処
、

各
地
位
相
当
之
儀
ニ

有
之
候
ニ

付
、

奥
書
調
印
い

た
し
、

此
段

申
上
候
、

以
上

何
大
区
何
小
区
何
村

代
議
人
　
何

誰

村
用
掛
　
何

誰

戸

長
　
何

誰

と
い

う
奥
書
を
付
す
る
こ

と
を
命
じ
た
。

こ

こ

に

は
、

村
内
の

地
位
等
級
決
定
に

と
も
な
い
、

村
相
互
間
で

の
、

い

わ
ゆ
る
村
位
の

決
定
が
、

お
の

ず
か
ら
必
要
と
な
っ

て

き
た
こ

と
が
示
さ
れ
て
い

る
。

と
こ

ろ
で
、

こ

の

達
し
が
発
せ
ら
れ
た
翌
日
（
十
二

月
二

十
二

日

）、
第
五
大
区
で

は
、

地
租
改
正
取
調
総
代
人
片
山
正
義
（
副
区
長

）
か
ら
、

各
小
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区
戸
長
あ
て
、

次
の

廻
達
が
な
さ
れ
た
。

明
治
九
年
一

月
十
五
日
県
官
派
出
、

収
穫
調
督
貴
有
之
候
趣
、

就
而
は
、

収
穫
書
上
雛
形
御
達
可
有
之
候
得
共
、

為
心
得
別
紙
之
通
雛
形
廻
達
候
間
、

一

覧
之
上
、

早
〻

継
送
、

収
穫
取
調
方
ニ

掛
リ
候
様
、

御
注
意
有
之
度
、

此
段
申
進
候
也

明
治
八
年
十
二

月
廿
二

日

第
五
大
区

総
代
人
　
片

山

正

義

（
別
紙
）

田
畑
収
穫
書
上

第
五
大
区
幾
小
区
　
何

村

一

　
改
正
田
段
別
何
程

此
収
穫
米
何
程

麦
何
程

但
壱
反
歩
平
均

米
何
程

麦
何
程

内

訳

一

等
何
町
歩

内
一

毛
何
町
歩

此
米
何
程

二

毛
何
町
歩

此
米麦
何
程

但
　
壱
反
歩
ニ

付
　
米
何
程

但
同
断
　
米
何
程

麦
何
程

二

等
何
町
歩

（
中
略
）

一

　
改
正
畑
段
別
何
程
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此
収
穫

麦
　
何
程

反
別
何
程

粟
　
何
程

反
別
何
程

大
豆
何
程

但
壱
反
歩
平
均
麦
何
程

同
断
　
粟

何
程

但

　
大
豆
何
程

内
訳

一

等
何
町
歩此

麦
何
程

粟
何
程

但
壱
反
歩
ニ

付
麦
何
程

粟
何
程

二

等
何
町
歩

（
中
略
）

夏
作
ハ

粟大
豆
ノ

内
其
土
地
ニ

応
ス

ル

ヲ
以
算
出
ス

ヘ

シ

以
下
、

書
式
右
ニ

做
フ

右
は
当
村
田
畑
地
位
等
級
ニ

従
テ
、

一

歳
ノ

収
穫
取
調
候
処
、

前
記
之
通
相
違
無
之
ニ

付
、

連
署
ヲ

以
テ
此
段
申
上
候
、

以
上

年
号
月
日

右
何
村

代
議
人
　
何

誰

村
用
掛
　
何

誰

戸
長
副
　
何

誰

地
租
改
正
取
調
掛
総
代
人

区
長
副
　
何

誰

神
奈
川
県
令
中
島
信
行
殿

す
な
わ
ち
、

一

方
で

は
、

小
作
料
に
よ
る
地
位
等
級
の

設
定
の

再
調
整
が
全
管
下
で

進
め
ら
れ
な
が
ら
、

他
方
で

は
、

収
穫
調
が
、

ま
だ
公
式
の

達
し
は
発
せ
ら
れ
て
は
い

な
い

も
の

の

新
た
に

始
め
ら
れ
た
。

し
か
し
、

心
得
と
し
て

示
さ
れ
た
右
雛
形
を

み

れ

ば
、

小
作
料
に

よ
っ

て

定
め
た
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「
田
畑
地
位
等
級
ニ

従
テ
、

一

歳
ノ

収
穫
取
調
」
べ

る
と
い

う
も
の

で
、

両
者
は
、

異
質
の

調
査
で

は
な
い
。

「
反
別
位
当
部
分
書
上

」
調
査
に

も
と

づ
い

て

収
穫
高
調
べ

が
な
さ
れ
る
と
い

う
関
係
な
の

で

あ
っ

た
。

し
た
が
っ

て
、

収
穫
高
調
べ

が
始
め
ら
れ
た
後
も
、

小
作
米
金
に

よ
る
地
位
等
級
の

隣
接
諸
村
と
対
比
し
て
の

調
整
と
、

そ
れ
に

と
も
な
う
村
位

の

決
定
作
業
は
、

さ
ら
に

県
に
よ
っ

て

推
進
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、

一

八
七
六
（
明
治
九
）
年
二

月
八
日
、

県
地
租
改
正
掛
は
、

さ
ら
に

次
の

申
合

せ
を
行
い
、

小
作
料
に

よ
る
地
位
等
級
を
全
管
下
に

設
定
す
べ

く
、

諸
村
に

対
す
る
県
の

態
度
を
固
め
た
（
前
掲
「
地
租
改
正
雑
集

弐
」）。

申

合

一

　
田
畑
宅
地
及
ヒ

山
林
野
税
地
等
総
而
位
当
部
分
等
級
ニ

従
テ

小
作
米
金
貸
地
代
等
実
地
適
不
適
ヲ

検
閲
算
量
シ
、

其
増
減
ニ

出
ル

処
ヲ

篤
ト

参
考
シ

テ
、

隣
接

四
周
平
準
ニ

帰
セ

シ

ム

ル

ヲ

要
ス

一

　
総
代
人
正
副
戸
長
ニ

寄
〻

会
同
シ
、

禀
議
細
論
シ

テ
覈
実
之
算
則
ト
判
決
セ

シ

分
は
、

其
都
度
幾
ケ
村
ニ

而
も
簿
冊
取
纒
メ
、

直
チ
ニ

本
県
江
逓
送
申
付
ベ

シ

一

　
四
隣
接
続
ノ

地
区
々

異
同
ニ

シ

テ

再
審
査
照
考
可
及
ノ

ト
キ
ハ

、

会
議
所
ヲ

指
シ

テ

当
日

ヲ

通
知
シ
、

各
手
対
辺
シ

テ

夫
〻

適
ス

ヘ

き
向
ト
比
準
ニ

充
様
懇
切

ニ

勧
解
シ
、

再
審
査
可
申
付
、

若
村
民
頑
固
其
事
項
書
面
差
出
サ
セ
、

克
〻

其
偽
ノ

景
状
ヲ

察
知
記
帳
シ

テ
、

其
帰
県
之
上
、

見
込
逐
一

具
陳
ス

ヘ

シ

但
地
味
ノ

肥
瘠
、

耕
耘
ノ

難
易
、

総
而
人
民
活
計
上
ノ

便
否
、

土
地
ノ

厚
薄
等
予
メ
推
知
ス

ト

雖
モ
、

此
際
尚
村
位
ノ

実
景
注
意
索
求
ス

ヘ

シ

一

　
水
旱
両
様
反
別
実
地
書
出
ス

ヘ

キ
旨
ヲ

曩
ニ

公
達
ア

リ
旱
損
ハ

漏
ナ
ク
、

逐
〻

取
調
方
運
ヒ

居
候
義
ニ

可
有
之
、

右
は
実
地
反
別
之
可
否
推
問
シ

テ
、

粗
漏
之
分
は
再

審
査
申
付
、

此
際
取
纒
、

前
便
一

同
本
県
江
逓
送
ス

ヘ

シ

明
治
九
年
第
二

月
八
日

地
租
改
正
掛

さ
て
、

第
一

一

大
区
を
例
に

と
る
と
、

こ

こ

で

は
、

一

八
七
六
年
一

月
二

十
九
日
、

各
小
区
正
副
戸
長
・

各
村
の

村
用
掛
ら
が
田
無
村
に

集
ま
り
、

前
述
明
治
八
年
十
二

月
二

十
一

日
の

達
し
に

も
と
づ

き
、

県
か
ら
の

「
御
談
事
」
に
よ
っ

て

「
区
内
一

同
打
寄
、

不
平
こ

れ
無
き
様
一

時
に

決
評
の
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上
」「
高
上
げ
方
」、
す
な
わ
ち
、

低
く
申
告
し
た
と
み
な
さ
れ
た
村
の

等
級
別
小
作
米
金
高
の

引
上
げ
が
行
わ
れ
た
。

し
か
し
、

こ
の

日

九
、

一

〇

小
区
は
出
頭
せ

ず
、

他
の

小
区
村
々

は
三

〇
日

も
滞
留
し
て

両
小
区
を
呼
び
出
し
、

よ
う
や
く
結
着
を
つ

け
、

二

月
十
一

日
に
は
、

添
田
権
大
属
外

三

名
が
小
川
村
小
川
屋
幸
蔵
方
に

出
張
し
、

七
－
一

〇
小
区
の

用
掛
・

代
議
人
を
集
め
、

右
の

結
果
に

も

と

づ

き
、

「
小
作
等
級
部
分
書
上
方
之
義

区
内
各
村
適
不
適
」
の

「
照
準
」
が
な
さ
れ
た
。

つ

い

で
三

月
三

日
、

県
令
自
ら
磯
貝
大
属
・

添
田
権
大
属
ら
数
名
を
率
い

て

田
無
村
に

来
て
、

点

検
が
あ
り
、

同
大
区
内
各
村
の

「
小
作
等
級
書
上
簿
」
は
す
べ

て

承
認
さ
れ
た
。

こ

う
し
て
、

三

月
十
日
、

第
一

〇
大
区
の

地
租
改
正
取
調
掛
総
代

兼
区
長
下
田
半
兵
衛
は
、

各
小
区
に

対
し
次
の

廻
達
を
行
っ

た
（
注
（2）
に

同
じ

）。

当
区
内
各
村
小
作
等
級
部
分
書
上
簿
不
残
納
済
相
成
候
ニ

付
而
ハ

、

最
早
此
上
増
方
等
之
御
談
事
ハ

有
之
間
敷
候
得
共
、

兼
〻

県
官
ゟ
御
説
明
之
通
、

来
四
月
中
ゟ

収
穫
検
査
と
し
て

内
務
省
ゟ
官
員
派
出
、

県
官
其
外
立
会
取
調
可
有
之
候
間
、

追
而
御
沙
汰
、

此
儀
尚
詳
細
御
達
可
申
候
得
共
、

全
図
・

切
図
・

野
帳
等
各
村
控
之

分
悉
皆
整
置
、

其
節
ニ

至
リ
差
支
候
様
ニ

而
ハ

甚
以
不
都
合
ニ

付
、

今
よ
り
心
掛
ケ
差
支
不
相
成
様
、

正
副
戸
長
衆
ニ

お
ゐ
て

厚
御
注
意
御
取
計
有
之
度
、

呉
〻

も

小
区
限
各
村
江
御
説
諭
可
被
成
候
、

依
之
為
□
及
廻
達
候
也

こ

れ
に

よ
れ
ば
、

県
は
、

第
一

〇
大
区
に
つ

い

て
は
、

三

月
初
め
に

県
の

意
図
通
り
に

小
作
等
級
編
成
を
終
え
、

こ

れ
に

も
と
づ

き
、

四
月
に

地

租
改
正
事
務
局
員
が
出
張
し
て

来
て
、

収
穫
検
査
が
行
わ
れ
る
予
定
に

な
っ

て

い

た
こ

と
が
わ
か
る
。

こ

の

よ
う
に

県
は
、

村
が
申
告
し
て

き
た
小
作
等
級
を
不
適
当
と
し
て
、

そ
の

小
作
米
金
額
の

引
上
げ
を
村
方
に

強
い

て
い

る
こ

と
か
ら
、

こ

の

と
き
、

す
で

に

県
は
小
作
米
金
と
そ
れ
か
ら
算
定
す
る
地
価
に
つ

い

て
、

一

定
の

「
見
据
」
を
持
っ

て
い

た
こ

と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

正
確
な
作
成

月
日
は
不
明
だ
が
、

地
租
改
正
掛
の

長
で

あ
っ

た
添
田
権
大
属
と
下
僚
浜
田
新
太
郎
（
一

八
七
六
年
三

月
、

一

五
等
出
仕
）
の

所
蔵
資
料
に

よ

る

と
、

そ
れ
は
表
一

－
五

八
の

ご
と
き
も
の

で

あ
っ

た
。

こ

の

新
旧
地
租
額
増
減
見
込
表
は
、

各
大
区
村
々

か
ら
提
出
さ
れ
た

「
反
別
位
当
部
分
書
上

」
に

も
と
づ
い

て

作
成
し
た
、

県
全
体
の

小
作
米
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金
等
級
別
地
価
表（
表
一

－

五
九
）か
ら
計
算
し
た
も
の

で

あ
る
。

小
作

米
金
等
級
別
地
価
表
は
、

県
が
各
村
「
反
別
位
当
部
分
書
上
」
に

も
と

づ

き
、

水
田
に
つ

い

て
は
、

県
下
全
水
田
を
、

契
約
小
作
料
（「
無
難
豊

熟
ノ

年
柄
」の
小
作
料
）に
よ
っ

て
一

五
等
に

配
分
し
、

等
級
ご
と
に
一

〇

か
年
平
均
実
納
小
作
料
を
求
め
（
一

率
二

割
引
）、

こ

れ
と
県
下
一

五
か

所
五
か
年
平
均
米
価
と
か
ら
、

地
方
官
心
得
検
査
例
二

則
の

方
式
に

よ

っ

て

地
価
を
試
算
し
た
も
の

で

あ
る
。

利
子
率
は
、

同
一

九
章
、

「
地
価

ヲ

検
ス

ル

ノ

際
…
…
小
作
地
ハ

五

分
利
ヲ

以
テ

其
極
度
ト
ス

ヘ

シ

」
に

よ
り
、

極
度
で

あ
る
五
分
を
用
い

て
い

る
。

さ
ら
に

こ

こ

か
ら
県
平
均

水
田
一

反
当
た
り
地
価
額
を
算
出
し
て
、

そ
れ
が
ほ
ぼ
ど
の

等
級
の

地

価
に

該
当
す
る
か
を
知
る
こ

と
が
で

き
る
。

本
表
で

は
、

そ
の

結
果
、

小
作
入
口

米
八
斗
五
升
の

等
級
の

地
価
が
、

ほ
ぼ
県
平
均
の

水
田
予
定

地
価
を
表
示
し
て
い

る
こ

と
が
確
め
ら
れ
た
。

同
様
に

し
て

畑
・

宅
地
・

山
林
の

予
定
地
価
も
求
め
る
こ

と
が
で

き
る
。

こ

の

県
平
均
予
定
地
価

を
用
い

て
、

新
旧
地
租
額
の

比
較
を
行
っ

た
の

が
表
一

－
五

八
で
、

そ

れ
に

よ
る
と
、

水
田
で

は
九
万
九
一

八
四
円
余
の

減
、

畑
宅
地
で

は
、

逆
に

八
万
六
四
五
三

円
余
の

増
、

山
林
の

増
二

万
〇
一

五
一

円
余
を
加

表1－58　旧神奈川県における地租改正の当初見込額（土地検査終了後）

注　1　「田畑宅地及山林等民有地旧貢・新租額比較表」（添田家文書）より作成。
2　畑のうちに宅地も含まれている。

3　換算米価は明治3－7年5か年平均相場金1円ニ付米1斗9升1合（米1石5円235）。
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表1－59（1）　旧神奈川県における小作米金等級別地価予定表

注　1　（　）内は米価を1円に付米1斗8升7合に訂正したのにともなう変更値（平均等級
のみ掲記した）。

2　地価の算出方法は，地方官心得検査例第2則により，（2）×（3）－（4）＝（5），（5）÷0．05＝（6）。

3　ゴシック数字が平均に当たる。
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え
、

全
体
で

は
七
四
二

〇
円
余
の

増
租
に
な
る
。

旧
租
に

対
し
約
一

八
・

五

㌫
の

増
租
で

あ
る
。

し
か
し
、

表
一

－
五

八
畑
の

な
か
に

は
宅
地
も
含

ま
れ
、

そ
の

う
ち
六
〇
町
余
は
「
八
王
子
神
奈
川
横
須
賀
等
ノ

如
キ
輻
湊
地
」
と
し
て

反
当
地
価
二

〇
〇
円
、

地
租
六
円
、

一

八
〇
町
余
は
「
街
道

宿
駅
并
浦
賀
・

青
梅
村
ノ

如
キ
人
家
稠
密
地
」
と
し
て
反
当
地
価
一

〇
〇
円
、

地
租
三

円
、

両
者
合
計
新
地
租
額
は
九
〇
〇
〇
円
余
と
見
込
ん
で
い

表1－59（2） （単位　円）

表1－59（3） （単位　円）

注　「右田畑宅地ノ外山林萓野芝地秣場等ノ類各収穫ノ多寡ニ応シ地価位当
ヲ知ルコト畑方小作ニ同シ」
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る
。

こ

れ
ら
準
市
街
地
の

旧
租
額
は
不
明
だ
が
、

少
な
く
と
も
倍
以
上
の

増
租
で

あ
る
こ

と
は
確
実
で

あ
る
。

し
た
が
っ

て
、

表
一

－
五
八
の

新
旧

租
比
較
で

は
、

準
市
街
地
を
除
く
、

一

般
耕
宅
地
に
つ

い

て
、

地
租
改
正
に
よ
り
ご
く
わ
ず
か
な
増
租
を
見
込
ん
で
い

る
に

す
ぎ
な
い
。

た
だ
内
容

で

は
、

水
田
の

減
租
・

畑
の

増
租
を
意
図
し
て
い

る
こ

と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

当
初
県
は
、

以
上
の

よ
う
な
「
見
据
」
の

も
と
に
、

水
田
で

は
県
平
均
反
当
地
価
が
四
二

円
七
二

銭
二

厘
に
な
る
よ
う
、

小
作
米
等
級
別
面
積
の

調
整
を
、

大
区
－
小
区
－
村
に

命
じ
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、

こ
の

と
き
小
作
米
の

換
算
に

用
い

た
米
価
は
、

管
下
一

五

か
所
（
保
土
ケ
谷
・

神
奈
川
・

川
崎
・

溝
之
口
・

原
町
田
・

八
王
子
・

府
中
・

田
無
・

五
日

市
・

青
梅
・

三

崎
・

浦
賀
・

戸
塚
・

藤
沢
・

一

之
宮
）
の
、

上
・

中
・

下
米
平
均
、

明
治
三

－
七
年
ま
で
の

五
か
年
平
均
価
格
（
一

円
に

付
米
一

斗
九

升
一

合
－
米
一

石
五
円
二

三

銭
六
厘

）
が
用
い

ら
れ
た
。

し

か

し
、

こ

れ
を
改
正
事
務
局
に

伺
を
立
て

た
と
こ

ろ
、

中
・

下
米
五
か
年
平
均
価
格
一

円

に

付
き
一

斗
九
升
二

合
と
、

貢
米
買
石
代
（
上
米
値
段

）
五
か
年
平
均
一

円
に

付
き
一

斗
八
升
一

合
と
を
平
均
し
た

価
格
一

斗
八
升
七
合
（
一

石
五
円

三
四
銭
七
厘

）
を
使
用
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。

こ

れ
に
よ
り
、

表
一

－
五
八
の

水
田
に

関
す
る

数
値
は
修
正

さ

れ
、

県
平
均
水
田
反
当
地
価
は
四

三

円
六
三

銭
六
厘
と
な
り
、

増
租
額
は
さ
ら
に

大
き
く
な
っ

た
。

関
東
諸
府
県
共
通
方
式
に

よ
る
地
価
調

査
の

開

始

こ

う
し
て
、

県
が
見
込
ん
だ
県
平
均
予
定
地
価
額
の

実
現
を
目
途

と

し

た

小
作
米
金
等
級
の

設
定
は
、

管
下
各
村

で
、

ほ
ぼ
一

八
七
六
（
明
治
九
）
年
三

月
ご
ろ
に

は
一

応
の

完
成
を
み
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、

右
の

県
平
均
予

定
地
価
額
は
、

あ
く
ま
で

県
が
た
て
た
目
標
額
で

あ
っ

て
、

地
租
改
正
事
務
局
の

承
認
を
得
た
も
の

で
は
な
か
っ

た
。

四
月
に

入
っ

て
、

地
租
改
正

事
務
局
は
、

こ

れ
ま
で

県
が
実
施
し
た
事
業
を
検
査
し
、

こ

れ
を
中
央
の

改
租
方
針
に

整
合
さ
せ
る
た
め
、

改
正
事
務
局
員
を
派
遣
し
て

き
た
。

こ

れ
に
よ
っ

て
、

県
下
各
村
は
、

さ
ら
に

新
し
い

作
業
を
課
せ
ら
れ
る
こ

と
に

な
る
。

こ

の

と
き
、

中
央
の

改
租
方
針
は
、

地
租
改
正
事
務
局
明
治
九

年
三

月
三
日
達
「
関
東
八
州
地
租
改
正
着
手
ノ

順
序
」
に

よ
っ

て

改
正
局
員
に

示
さ
れ
、

派
出
局
員
は
こ

れ
に

も
と
づ

い

て
、

新
た
な
地
位
等
級
編
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成
を
県
に

求
め
た
。

こ

の

と
き
の

改
正
事
務
局
の

指
導
は
、

右
「
着
手
ノ

順
序
」（
全
一

二

条
）
に
は
明
文
化
し
て
い

な
い

模
範
村
の

設
定
な
ど
、

さ

ら
に

具
体
的
な
内
容
に

お
よ
ん
で

い

る
。

し
か
も
、

関
東
一

府
六
県
の

地
価
決
定
は
同
一

の

方
法
で

実
施
す
る
と
い

う
強
い

方
針
が
堅
持
さ
れ
て
い

た
。

本
県
に

も
出
張
し
指
導
を
行
っ

た
有
尾
敬
重

は
、

こ

れ
を
後
年
次
の

よ
う
に

語
っ

て
い

る
（
有
尾
敬
重
「
本
邦
地
租
の

沿
革
」
日

本
勧
業
銀
行
内
毎
月
会
　
大
正
三

年
十
二

月
）。

関
東
は
御
承
知
の

如
く
、

一

府
六
県
畔
一

重
で

其
境
を
接
し
て

居
る
の

で

あ
り
ま
す
。

従
っ

て

此
県
の

流
儀
は
斯
で

有
り
又
此
県
の

流
儀
は
斯
で

有
る
と
云
ふ

様

に

異
た
方
法
で
や
り
か
け
て
は
比
較
上
甚
だ
困
る
と
云
ふ

感
じ
が
致
し
ま
し
た
。

そ
こ

で

関
東
地
方
は
何
う
し
て

も
一

府
六
県
を
仮
に
一

地
方
と
見
て

調
べ

上
げ
た

上
、

隣
県
に

接
続
す
る

所
等
は
甲
県
か
ら
言
ふ
て

も
乙
県
か
ら
言
ふ
て
も
大
抵
値
柄
も
合
ふ

様
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
云
ふ
様
な
こ

と
を
予
め
考
へ

て

調
べ

に

掛

っ

た
の

で
あ
り
ま
す
。

其
上
段
段
各
地
方
で

改
正
を
や
っ

た
為
め
に

手
並
も
出
来
て

参
り
ま
し
た
も
の

で

有
り
ま
す
か
ら
役
人
の

方
で

も
然
う
素
人
計
り
で
な
い
、

経
験
を
積
ん
だ
者
も
幾
ら
か
有
る
様
に

な
っ

た
の

で
、

先
づ

模
範
村
と
云
ふ

も
の

を
立
て
、

之
を
基
と
し
て
調
べ

を
す
る
事
に

な
り
ま
し
た
。

改
正
事
務
局
の

方
針
が
以
上
の

よ
う
な
も
の

で

あ
る
以
上
、

こ

れ
ま
で
の

県
の

小
作
等
級
に

よ
る
地
価
決
定
方
法
も
、

何
ら
か
の

変
更
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
こ

と
に

な
っ

た
。

こ

の

改
正
事
務
局
の

方
針
が
、

第
一

一

大
区
に

下
り
て

き
た
の

は
、

四
月
二

十
四
日
の

こ

と
で

あ
る
（
注
（2）
に

同
じ

）。

九
小
区
　
榎
戸
新
田

十
小
区
　
高

木

村

右
収
穫
地
価
調
査
模
範
地
相
成
候
、

依
而
ハ

此
程
兼
而
巡
回
相
成
候
官
員
衆
よ
り
御
談
示
も
有
之
候
義
ニ

ハ

可
有
之
候
得
共
、

一

筆
限
書
上
ケ
帳
来
ル

廿
八
日

迄
ニ

御
県
ヘ

差
上
可
申
義
ニ

付
、

右
認
方
其
他
御
談
判
い

た
し
度
義
有
之
候
間
、

明
廿
五
日

午
前
第
十
時
右
村
用
掛
当
会
所
被
出
頭
候
様
、

御
達
有
之
度
、

此
段
及
廻
達

候
也

第
十
一

大
区会

所

九
年
子
四
月
廿
四
日
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右
区
戸
長
副
御
中

追
而
先
般
御
渡
相
成
居
候
収
穫
地
価
書
上
帳
雛
形
加
除
相
成
候
廉
有
之
ニ

付
、

雛
形
持
参
、

写
取
可
被
成
候
也

模
範
村
は
、

各
大
区
四
－
一

〇
か
村
ず
つ

選
定
さ
れ
た
。

一

模
範
村
に

は
最
寄
の

五

－
一

〇
か
村
が
組
合
と
な
り
、

こ

れ
ら
の

村
の

こ

れ
ま
で

改

租
事
業
を
担
当
し
て

き
た
総
代
人
・

戸
長
ら
が
、

模
範
村
に

集
ま
っ

て
、

ま
ず
こ

こ

で

地
位
等
級
を
立
て
、

ど
う
い

う
地
が
一

等
地
か
等
々
、

あ
る

い

は
ま
た
、

各
自
の

村
の
一

等
地
は
模
範
村
の

何
等
に

当
た
る
か
等
を
会
得
す
る
。

こ

の

と
き
地
位
等
級
は
、

収
穫
米
麦
一

斗
の

間
隔
で

設
立
し
、

一

筆
ご

と
に

等
級
を
付
す
も
の

と
さ
れ
た
。

こ

の

模
範
村
で
の

地
位
等
級
設
定
作
業
の

開
始
と
と
も
に
、

五

月
十
三
日
、

第
一

二

〇
号
達
で

各
大
区
正
副
戸
長
に

対
し
、

各
大
区
内
の

村
用
掛
・

代
議
人
・

正
副
区
戸
長
・

総
代
人
ら
が
会
同
し
、

銘
々

見
込
投
票
に

よ
っ

て

村
位
等
級
（
村
等
）
を
定
め
、

二

十
日
ま
で

に

製
表
し
県
へ

提
出
す
る

こ

と
が
命
じ
ら
れ
た
（『
資
料
編
』16

近
代
・

現
代
（6）
一

四
一

）。

な
お
、

こ

の

村
等
は
一

〇
等
以
内
と
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い

る
。

旧
神
奈
川
県
へ

の

足
柄
県
併
合

旧
神
奈
川
県
下
で
、

関
東
諸
府
県
統
一

の

方
式
に
よ
る
地
価
決
定
作
業
が
新
た
に

始
め
ら
れ
て
い

る
最
中
、

足
柄
県
相
州
部
分

が
神
奈
川
県
管
轄
下
に

入
る
こ

と
が
布
告
さ
れ
、

五

月
一

日
、

そ
の

「
土
地
人
民
」
の

受
け
渡
し
が
行
わ
れ
た
。

前
述
の

よ
う

に
、

こ

の

と
き
足
柄
県
相
州
部
分
で

は
、

ま
だ
反
別
調
査
も
完
了
し
て
い

な
い
。

し
か
し
、

神
奈
川
県
へ

の

併
合
に
よ
っ

て
、

旧
神
奈
川
県
と
同
じ

画
一

化
さ
れ
た
方
式
で

改
租
事
業
を
遂
行
し
、

し
か
も
旧
神
奈
川
県
と
同
時
に

こ

れ
を
完
了
さ
せ
る
必
要
に

迫
ら
れ
た
。

そ
の

た
め
に

ま
ず
と
ら
れ

た
の

が
、

五

月
十
九
日

第
一

二

五

号
達
に
よ
る

「
地
租
改
正
ニ

付
、

段
別
地
価
書
上
方
人
民
心
得
書
及
ヒ

地
価
書
上
帳
雛
形
」
更
正
の

布
達
で

あ

る
。

こ

の

布
達
は
、

こ

れ
ま
で

改
租
実
施
に
つ

い

て
県
独
自
の

規
則
を
作
っ

て
い

な
か
っ

た
旧
足
柄
県
部
分
に
と
っ

て
は
、

形
式
上
初
め
て
の

改
租

施
行
規
則
で
あ
り
、

旧
神
奈
川
県
部
分
と
同
じ
方
式
に
よ
り
改
租
事
業
が
実
施
さ
れ
る
こ

と
が
明
ら
か
に

さ
れ
た
わ
け
で

あ
る
。

一

方
、

旧
神
奈
川

県
部
分
に

と
っ

て
は
、

文
字
通
り
一

八
七
四
（
明
治
七
）
年
三
月
布
達
の

更
正
で
、

す
で

に

進
め
ら
れ
て
い

る

関
東
諸
府
県
共
通
の

方
式
に
よ
る
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地
位
等
級
設
定
作
業
に

よ
っ

て

死
文
化
し
た
部
分
（
小
作
入
レ

附
高
調
査
な
ど

）
が
削
除
さ
れ
、

右
作
業
に

適
合
し
た
規
則
に

改
め
ら
れ
た
。

そ
し

て
、

提
出
す
べ

き
「
反
別
地
価
書
上
帳
」
雛
形
に

も
、

末
尾
に

等
級
別
に

反
別
・

収
穫
米
麦
・

地
価
の

合
計
を
付
す
る

な

ど

の

修
正
が
な
さ
れ
た

が
、

こ

の

点
は
、

旧
神
奈
川
県
で

は
、

先
の

引
用
文
に

明
ら
か
な
よ
う
に
、

こ
の

布
達
以
前
に
、

廻
達
で

す
で
に

修
正
が
伝
え

ら

れ

て

い

た
。

ま

た
、

以
上
の

改
正
に

よ
っ

て

も
、

現
に

進
行
し
て
い

る
地
位
等
級
調
査
の

方
法
が
登
載
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

た
だ
「
書
上
帳
」
雛
形
に

「
一

年

限
収
穫
地
価
ハ

全
村
調
済
ノ

上
、

認
入
候
義
ト
心
得
可
シ

」
と
新
た
に

注
記
さ
れ
、

地
位
等
級
調
査
が
ま
ず
先
行
し
、

事
後
、

官
の

承
認
を
得
て

収

穫
・

地
価
が
記
入
さ
れ
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い

る
に

止
ま
る
。

こ

の

「
反
別
地
価
書
上
帳
」
も
、

実
際
に
は
、

こ

の

更
正
布
達
前
か
ら
「
田
畑
其
他

一

筆
限
収
穫
地
価
書
上
帳
」
と
呼
ば
れ
て

お
り
、

以
後
の

県
布
達
で

も
、

公
然
と
右
の

称
呼
が
用
い

ら
れ
て
い

る
。

要
す
る

に

こ

の

「
人
民
心
得

書
」
更
正
布
達
は
、

旧
足
柄
県
相
州
部
分
を
含
む
新
神
奈
川
県
に
お
け
る
地
租
改
正
実
施
の

基
本
的
法
規
と
し
て

布
達
さ
れ
、

実
施
に

必
要
な
具
体

的
な
措
置
は
随
時
県
布
達
・

廻
達
な
ど
の

形
で

村
方
に

伝
え
ら
れ
た
の

で

あ
る
。

模
範
村
で
の

地

位
等
級

検
査

さ
て
、

旧
神
奈
川
県
下
で
は
、

「
人
民
心
得
書
」
更
正
布
告
後
も
、

引
き
続
き
、

関
東
諸
府
県
共
通
方
式
に

よ
る
地
価
調
査
作

業
が
進
め
ら
れ
て
い

た
。

先
に

述
べ

た
よ
う
に
、

模
範
村
（
本
県
で
は
し
ば
し
ば
模
範
地
と
称
し
て
い

る

）
で

の

地
位
等
級
の

決
定

と
、

各
村
用
掛
・

総
代
人
ら
の

投
票
に
よ
る
村
位
の

決
定
が
そ
れ
で

あ
る
。

六
月
五
、

六
日
、

改
正
事
務
局
か
ら
出
張
し
て

き
た
七
等
出
仕
有
尾
敬
重
、

同
吉
田
六
三

郎
、

一

三

等
出
仕
浅
井
謙
蔵
、

同
池
田
緯
太
郎
は
、

県

庁
に

お
い

て
、

県
地
租
改
正
掛
・

各
大
区
総
代
人
を
集
め
、

模
範
村
が
提
出
し
た
収
穫
書
上
帳
お
よ
び
村
位
等
級
表
を
点
検
し
、

今
後
の

作
業
を
指

示
し
た
。

そ
れ
は
お
お
む
ね
次
の

よ
う
な
内
容
の

も
の

と
推
定
さ
れ
る
（
注
（2）
に

同
じ

）。

（一）

模
範
村
で
の

地
位
等
級
設
定
を
、

「
四
至
隣
接
村
々

用
掛
・

代
議
人
両
人
立
会
」
の

上
あ

ら

た
め
て

実
施
す
る
。

（二）

等
級
は
そ
の

村
の

地

味
の

肥
瘠
に

応
じ
一

〇
等
以
内
に

区
分
し
、

「
其
他
ハ

等
外
何
等
ト

記
載
」
す
る
。

（三）

等
級
設
定
に

あ
た
っ

て
は
、

「
収
穫
何
程
書
上
ケ
之
事
ハ

論
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ス

ル

事
ナ
シ

」（
等
級
設
定
の

際
、

等
級
ご
と
に

収
穫
高
を
ど
れ
ほ
ど
と
書
き
上
げ
る
か
の

討
議
は
し
な
い

）。
（四）

し
た
が
っ

て

模
範
村
等
級
書
上
帳
に

は
収

穫
地
価
は
記
載
に
お
よ
ば
ず
、

等
級
別
反
別
の

み
を
記
す
。

（五）

模
範
村
の

地
位
等
級
が
出
張
改
正
事
務
局
員
の

検
査
を
受
け
承
認
さ
れ
て

後
、

収

穫
算
量
を
行
う
。

（六）

つ

い

で

収
穫
検
査
済
の

上
地
価
を
決
定
す
る
。

こ

こ

か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

模
範
村
で
の

地
位
等
級
設
定
は
、

「
地
味
ノ

肥
瘠
・

耕
耘
ノ

難
易
、

或
ハ

水
旱
・

罹
災
ノ

有
無
、

土
地
運
搬
ノ

便
否

等
相
顧
テ

実
況
ヲ

推
索
シ

」
て

決
め
、

収
穫
高
は
書
き
上
げ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、

収
穫
高
を
仮
定
し
て
（
後
述

）、
そ
の
一

斗
差
で

等
級
を
分
け
て
ゆ

く
が
、

正
式
に

等
級
ご
と
の

収
穫
高
の

決
定
は
行
わ
ず
、

そ
の

算
量
は
、

地
位
等
級
の

検
査
・

決
定
後
に

な
さ
れ
る
。

し
た
が
っ

て
、

事
実
上
収
穫

高
は
官
が
決
定
す
る
こ

と
に
な
る
。

そ
し
て
こ
の

と
き
、

田
・

畑
を
そ
れ
ぞ
れ
上
・

中
・

下
等
に

わ
け
一

反
当
た
り
の

所
要
肥
料
と
自
給
肥
料
作
成

の

労
力
の

費
用
を
調
べ

る
「
田
畑
養
肥
取
調
書
上
」
の

提
出
が
村
方
に

求
め
ら
れ
た
。

地
租
改
正
事
務
局
は
、

神
奈
川
県
に
、

関
東
諸
府
県
共
通
の

方
法
で

統
一

的
に

地
価
を
設
定
す
る
た
め
、

局
員
を
派
出
し
て

模
範
村
に

対
し
、

集
中

的
な
指
導
・

検
査
を
行
っ

た
。

以
後
局
員
は
数
度
に

わ
た
っ

て

来
県
す
る
が
、

そ
れ
は
も
っ

ぱ
ら
模
範
村
の

巡
回
に

費
や
さ

れ

て
い

る
。

「
各
模
範

地
ノ

中
ニ

彼
我
ノ

村
位
ヲ

比
較
シ

テ
、

該
村
ハ

優
劣
何
等
ニ

位
置
ス

ヘ

キ
モ

ノ

ト

予
メ

検
査
官
ノ

見
込
意
見
ヲ

合
議
シ
、

然
ル

上
ニ

テ

」
模
範
村
内

の

実
地
に
つ

い

て

「
等
位
ノ

最
低
ニ

就
テ

衆
議
対
談
ヲ

尽
」
す
な
ど
し
て

検
討
を
加
え
、

「
全
村
検
査
済
ノ

上
ニ

於
テ

地
元
及
組
合
村
吏
等
総
テ
立

会
タ
ル

人
民
ヘ

各
地
比
格
ノ

当
否
懇
篤
推
問
シ

」
て
、

彼
ら
の

「
聊
遺
憾
無
之
旨
」
の

請
書
を
取
る
（
注
（3）
に

同
じ

）。
こ

れ
に
よ
っ

て
、

他
の

組
合

各
村
の

地
位
等
級
設
定
の

帰
趨
は
、

出
張
局
員
の

監
視
が
な
く
て

も
お
の

ず
か
ら
定
ま
る
の

で

あ
る
。

し
か
し
、

管
下
の

村
々

は
、

こ

れ
ま
で

改
租
事
業
に

長
い

労
苦
を
重
ね
て
お
り
、

そ
の

上
よ
う
や
く
提
出
し
た
小
作
米
金
等
級
編
成
が
無
駄
と
な

り
、

ま
た
改
め
て

改
正
事
務
局
が
要
求
す
る
地
位
等
級
の

調
査
を
行
う
と
あ
っ

て
は
、

到
底
甘
諾
す
る
わ
け
に

は
い

か
な
か
っ

た
。

し
か
も
、

収
穫

高
を
論
ぜ
ず
明
確
な
指
標
な
し
に

地
位
等
級
を
早
急
に

設
定
す
る
の

は
技
術
的
に

も
困
難
で

あ
る
。

よ
っ

て
、

第
一

一

大
区
総
代
人
兼
区
長
下
田
半
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兵
衛
は
、

六
月
五
、

六
日
、

有
尾
派
出
局
員
ら
か
ら
の

指
示
を
う
け
帰
村
す
る
と
、

た
だ
ち
に

十
月
、

管
下
小
区
正
副
戸
長
・

各
村
用
掛
ら
を
召
集

し
、

「
当
春
中
各
村
ゟ
等
級
部
分
書
上
方
其
外
廉
々

」
に
つ

き
協
議
し
た
後
、

十
二

日

再
び
出
県
し
て
、

三

月
に

各
村
か
ら
提
出
し

た
小
作
米
金
に

よ
る
等
級
区
分
を
そ
の

ま
ま
、

今
回
の

地
位
等
級
調
査
に

転
用
し
た
い

旨
を
申
し
入
れ
た
。

こ

の

交
渉
の

結
果
は
、

六
月
十
三
日
付
で

下
田
が
、

一

、

八
、

九
、

一

〇
小
区
正
副
戸
長
あ
て
に

廻
達
し
た
次
の

通
報
に

明
ら
か
で

あ
る
（
注
（2）
に

同
じ

）。

本
月
十
日

会
議
上
に
お
ゐ
て

談
判
仕
候
、

各
村
田
畑
其
外
等
級
部
分
再
調
之
義
、

昨
十
二

日
出
県
之
上
改
正
掛
主
事（
注
－
添
田
権
少
属
）江
申
立
候
処
、

右
ハ

先
般
書

上
候
等
級
部
分
据
置
之
義
、

採
用
可
致
品
ニ

無
之
、

改
正
事
務
局
長（
注
－
有
尾
敬
重
か

）立
合
之
上
、

申
渡
候
義
ニ

付
、

其
区
内
村
〻

再
調
ニ

も
不
及
、

帳
成
調
向
ニ

相
違
無
之
見
居
候
ハ

ヽ

、

先
前
書
上
候
等
級
部
分
之
振
合
ヲ

以
書
上
候
共
、

県
庁
ニ

お
ゐ
て

差
支
無
之
旨
御
沙
汰
ニ

付
、

右
之
御
心
得
ヲ

以
、

不
都
合
無
之
様
各
村

江
即
刻
御
通
知
有
之
度
、

乍
去
末
等
ニ

至
リ
、

格
外
段
概
不
相
当
之
分
ハ

、

一

、

二

番
飛
越
候
共
不
苦
趣
ニ

付
、

能
〻

御
注
意
御
取
計
可
被
成
候

（
以
下
略
、

傍
点
は
引
用
者
に

よ
る

）

や
や
文
意
に

曖
昧
な
箇
所
も
あ
る
が
、

要
す
る
に
、

県
の

意
向
は
、

先
般
提
出
し
た
小
作
米
金
に

よ
る
等
級
区
分
書
上
は
、

そ
の

ま
ま
採
用
す
る

わ
け
に
い

か
な
い

が
、

そ
の

「
振
合
ヲ

以
」
っ

て

今
回
の

地
位
等
級
書
上
を
す
る
の

は
一

向
差
支
え
な
い
、

と
い

う
こ

と
で
、

出
張
改
正
事
務
局
員

も
そ
の

場
に

同
席
し
こ

れ
を
黙
認
し
た
の

で

あ
っ

た
。

下
田
は
、

こ
の

廻
達
で
、

各
小
区
模
範
村
と
そ
の

他
の

村
々

に

対
し
、

等
級
書
上
帳
を
六
月

中
に

県
へ

提
出
す
る
よ
う
求
め
て
い

る
が
、

右
の

よ
う
に

実
質
こ

れ
ま
で
の

小
作
米
金
等
級
を
生
か
せ
ば
、

そ
の

作
業
は
比
較
的
簡
単
で

あ
ろ
う
。

こ

こ

に

明
ら
か
に

な
っ

た
県
の

方
針
は
、

当
然
、

第
一

一

大
区
の

み
な
ら
ず
旧
神
奈
川
県
下
全
般
に

及
ぶ

も
の

で

あ
っ

た
。

第
九
大
区
二

小
区
で
は
、

八
月
二

十
日
の

集
議
で
、

地
位
等
級
表
作
成
に

「
小
作
等
級
」
を
用
い

る
こ

と
を
決
め
、

田
は
小
作
米
を
一

・

六
倍
し
、

畑
は
小
作
金
を
一

・

八
倍

し
て

収
穫
高
を
出
す
こ

と
と
し
て
い

る
。

さ
て
、

第
一

一

大
区
で

は
、

以
上
の

地
位
等
級
再
調
に

対
し
、

一

八
七
六
（
明
治
九
）
年
八
月
、

改
正
事
務
局
員
が
出
張
し
て

検
査
を
行
っ

た
。
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検
査
は
も
っ

ぱ
ら
模
範
村
に

対
し
て
、

十
八
日
一

小
区
大
沼
新
田
、

十
九
日

九
小
区
榎
戸
新
田
、

二

十
日

八
小
区
野
口

村
と
い

う
よ
う
に

行
わ
れ
、

そ
こ

で

の

地
位
等
級
点
検
に

は
、

組
合
村
用
掛
・

代
議
人
・

正
副
戸
長
ら
も
立
ち
会
っ

た
。

こ

の

局
員
に

よ
る
模
範
村
の

点
検
が
終
わ
る
と
、

組
合

村
々

は
次
の

よ
う
な
請
書
を
提
出
し
、

各
村
々

等
級
書
上
帳
・

合
計
帳
編
成
を
行
っ

た
（
注
（2）
に

同
じ

）。

御

受

書

先
般
地
位
等
級
為
御
点
検
、

事
務
局
官
員
并
県
官
御
附
添
当
大
区
壱
小
区
大
沼
新
田
外
九
ケ
村
模
範
地
御
選
定
之
上
、

私
共
村
〻

立
会
、

御
検
査
済
相
成
、

因
而
ハ

右
模
範
ニ

做
ヒ
、

接
連
村
〻

前
書
日

割
（
略

）
之
通
リ
、

其
村
地
位
等
級
一

筆
毎
持
主
ノ

私

偽
ヲ

不

用
、

戸
長
及
ヒ

用
掛
リ
代
議
人
立
会
、

村
〻
一

同
清
論
ヲ

尽

シ
、

平
等
ニ

附
シ
、

等
級
書
上
帳
并
合
計
帳
来
ル

九
月
五
日
限
リ
迄
無
遅
延
上
納
、

可
奉
御
検
査
請
取
、

依
之
連
印
請
書
差
上
申
候
処
如
件

明
治
九
年
第
八
月
廿
五
日

第
十
一

大
区
十
小
区

多
摩
郡
狭
山
村

代
議
人
　
粕
谷
市
郎
左
衛
門
印

村
用
掛
　
真
野

新
左

衛
門
印

（
以
下
四
か
村
略
）

神
奈
川
県

地
租
改
正
掛
御
出
役

芦
谷
治
作
殿

つ

い

で

各
小
区
は
、

各
村
の

村
等
に

応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
の

地
位
等
級
の

連
関
を
示
す
「
各
村
地
位
等
級
比
較
表

」
を
作
成
し
、

い

ず
れ
も
、

一

八

七
六
年
十
月
上
旬
に
は
ほ
ぼ
完
成
を
み
た
。

な
お
、

第
八
、

九
、

二

〇
大
区
な
ど
の「
地
位
等
級
比
較
表
」が
完
成
し
た
の

は
、

同
年
十
一

月
で

あ
る
。

以
上
、

旧
神
奈
川
県
の

改
租
事
業
は
、

一

八
七
六
（
明
治
九

）
年
四
月
に
い

た
っ

て

地
租
改
正
事
務
局
の

指
揮
に

よ
っ

て

関
東
諸
府
県
共
通
の

地

位
等
級
方
式
へ

変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

し
か
し
、

内
実
は
、

村
方
が
そ
れ
ま
で

に

完
成
さ
せ
た
小
作
米
金
に

よ
る
等
級
設
定
が
、

実
質
的
に

生

か
さ
れ
、

そ
の

た
め
に
、

ほ
ぼ
十
一

月
中
に
は
、

管
下
地
位
等
級
の

編
成
を
終
わ
ら
せ
る
こ

と
が
で

き
た
の
で

あ
る
。

し
か
し
、

次
に
、

こ

の

地
位

等
級
に

も
と
づ

き
、

収
穫
・

地
価
を
決
定
す
る
と
い

う
難
事
業
が
控
え
て
い

た
。
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旧
足
柄
県
で
の

地
位
等
級
設
定

一

方
、

一

八
七
六
（
明
治
九
）
年
五

月
神
奈
川
県
管
轄
下
に

入
っ

た
旧
足
柄
県
部
分
は
、

当
時
、

ま
だ
反
別
丈
量
も
完
了
し
な

い

状
態
で

あ
っ

た
。

よ
っ

て

県
は
、

管
下
村
々

に

対
し
、

「
一

層
鞭
達
ヲ

加
ヘ

、

在
来
ノ

管
下
ト
一

斉
ニ

並
立
セ

ン

コ

ト
ヲ

督

促
シ
、

反
別
丈
量
済
之
上
引
尋
…
…
模
範
村
及
ヒ

組
合
村
各
村
」
の

地
位
等
級
調
査
に

入
っ

た
。

そ
れ
は
一

八
七
六
年
十
月
の

こ

と
で

あ
る
。

す
な

わ
ち
、

こ

の

月
、

県
地
租
改
正
掛
は
、

「
模
範
地
位
等
級
取
調
方
心
得
」、
つ

い

で

「
地
位
等
級
比
較
表
編
製
方
心
得
書
」
・

「
田
畑
其
他
等
級
総
計
書

上
帳
」
雛
形
を
あ
い

つ

い

で

発
し
、

事
業
の

速
成
を
促
し
た
。

以
上
の

諸
「
達
」
は
、

県
の

正
式
の

布
達
で

は
な
い

が
、

す
で

に

右
作
業
の

大
半
を

終
わ
ら
せ
て
い

た
旧
神
奈
川
県
部
分
と
同
じ
方
式
で

の

実
施
方
を
指
示
し
た
も
の

で
、

旧
神
奈
川
県
で

行
っ

た
実
施
方
法
を
、

こ

こ

に

要
約
し
て

知

る
こ

と
が
で

き
る
。

よ
っ

て
、

こ

れ
を
次
に

掲
げ
て

お
く
（
前
掲
「
地
方
要
誌
」
厚
木
市
温
水

山
口

忠
一

家
文
書
）。

模
範
地
位
等
級
取
調
方
心
得
方

第
壱
款
　
各
小
区
之
内
地
味
之
厚
薄
村
位
之
異
同
ニ

拠
リ
、

弐
ケ
村
乃
至
三

ケ
村
四
隣
接
渉
便
利
ナ
ル

村
方
ヲ

以
テ
模
範
地
ト
選
定
シ
、

該
村
ノ

地
位
等
級
ヲ

部
分

シ

テ

取
調
帳
ヲ

差
出
ス

ヘ

シ

第
弐
款
　
模
範
地
タ
ル

村
方
ニ

於
テ
ハ

、

自
村
ハ

勿
論
、

四
至
組
合
村
用
掛
及
地
主
総
代
人
ト
シ

テ
代
議
人
一

両
名
立
会
、

全
村
耕
地
実
際
ニ

臨
ミ
、

地
味
優
劣
ニ

従
ヒ
、

討
論
討
議
シ
、

権
衡
ヲ

要
ス
、

而
テ

彼
我
公
平
ト

看
認
ヲ

以
テ
等
級
ヲ

付
シ
、

反
別
合
計
帳
差
出
ス

ヘ

シ

第
三

款
　
等
級
位
階
之
儀
ハ

通
常
之
年
柄
収
穫
上
ニ

於
テ

田
畑
共
凡
米
壱
斗
内
外
ノ

甲
乙
ニ

拠
テ

級
階
ノ

位
当
ト
ス
、

譬
ハ

田
畑
壱
反
歩
ニ

付
米
麦
壱
石
八
斗

田
米
壱
石
八
斗

畑
大
麦
壱
石
八
斗
之
収
穫
ヲ
以
テ
一

等
ト
ス
、

田
ハ

壱
石
七
斗
ヲ

以
テ

弐
等
ト
ス

ル

カ
如
シ
、

以
上
、

以
下
之
ニ

準
ス
（
但
書
追
加
）「
但
宅
地
添
総
テ

人
家
接
近
ノ

田
畑
ハ

耕
耘
ノ

便
否
ヲ

参
考
シ
、

地
味
均
キ
遠
隔
ノ

耕
地
ヨ

リ
一

級
位
階
ヲ

進
メ
等
級
ヲ

付
ス

ヘ

シ

」

第
四
款
　
全
村
之
内
川
附
堤
外
ノ

地
及
ヒ

用
悪
水
附
窪
地
等
、

水
災
地
或
ハ

天
水
之
外
水
理
ヲ

失
ス

ル

コ

ト

旱
田
其
他
無
比
ノ

薄
地
ニ

シ

テ
、

順
次
之
等
級
付
ス

ル

コ

ト
不
能
ノ

図
形
、

権
衡
ニ

拠
テ
地
位
相
当
ノ

級
階
ニ

付
ス
、

書
ハ

壱
等
ヨ

リ
五
等
迄
順
次
ニ

至
リ
、

以
下
亜
テ

準
位
ニ

難
堪
ノ

分
ハ

零
ヲ

置
、

可
成
丈
十
等
以
内

ノ

段
階
ヲ

付
ス

ヘ

シ
、

但
本
条
ニ

於
ケ
ル

級
階
ノ

比
準
ニ

寄
、

尚
位
当
ヲ

得
サ
ル

ノ

ケ
所
ハ

等
外
何
等
ト
ス

ル

モ

可
ナ
リ
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第
五
款
　
地
位
級
階
ヲ

立
ル

ニ

於
テ
、

官
収
穫
上
壱
斗
内
外
ヲ

以
テ

段
階
ト
ス

ル

カ

故
ニ

、

其
差
実
ヲ
一

級
内
ニ

平
均
シ

テ
、

甲
乙
ヲ

分
チ
、

反
別
ヲ

部
分
ス

ル

ハ

民
ニ

ア

リ
、

然
レ
ハ

則
チ
、

公
論
衆
議
ヲ

尽
シ
、

之
ヲ

彼
我
地
主
ニ

克
決
定
セ

シ

メ
、

而
シ

テ
本
位
ノ

等
級
ヲ

保
存
ス

ル

コ

ト

ト

知
ヘ

シ

第
六
款
　
総
テ
等
級
ヲ

付
シ
、

甲
乙
反
別
部
分
ス

ル

等
、

自
村
限
ニ

テ
決
ス

ヘ

カ
ラ
ス
、

組
合
村
〻

立
会
人
共
協
議
ノ

末
、

之
ヲ

定
ム

ル

ヲ

要
ス
、

若
ク
ハ

所
有

者
私
論
主
張
シ
、

決
シ

難
キ
際
会
ア

ラ
ハ

、

投
票
ヲ

以
テ

確
定
ス

ヘ

シ

第
七
款
　
書
上
簿
ハ

兼
テ

布
達
セ

シ

雛
形
ノ

通
相
心
得
、

其
他
切
画
図
面
ヘ

ハ

等
級
ヲ

記
載
セ

シ

小
札
ヲ

張
懸
、

位
階
ノ

換
ル

区
域
一

ハ

色
紙
黄青
ノ

内
ヲ

以
テ

細
ク

截
チ
、

其
区
域
ノ

系
ニ

傚
ヒ
、

之
ヲ

見
易
キ
様
注
意
ス
、

但
一

ト

区
域
ヲ

作
シ

タ
ル

同
等
ノ

図
形
ハ

、

一

筆
毎
小
札
張
懸
ニ

不
及
、

該
区
ノ

中
央
エ

何
等
ト

壱
枚
張

掛
ヲ
以
テ
可
ト
ス

第
八
款
　
四
隣
村
界
、

一

ハ

篠
竹
等
建
置
、

彊
域
ノ

標
目
ト
シ
、

耕
地
切
図
ノ

換
ル

区
域
モ
、

葭
萱
又
ハ

小
篠
竹
等
ヲ

見
通
シ

ニ

建
置
ベ

シ

概
略
取
調
方
順
序
相
達
候
、

尚
難
決
儀
ハ

掛
官
員
巡
回
先
江
申
立
、

差
図
受
候
儀
相
心
得
事

明
治
九
年
十
月

神
奈
川
県

地
租
改
正
掛

地
位
等
級
比
較
表
編
製
方
心
得
書

模
範
地
検
査
済
之
上
ハ

、

各
組
合
毎
村
共
引
続
右
方
法
ニ

傚
ヒ
、

四
隣
接
歩
之
村
〻
一

同
立
会
、

該
村
之
地
位
等
級
ヲ

部
分
シ
、

捗
取
次
第
担
当
官
江
差
出
シ
、

検

査
ヲ

受
ル

コ

ト

前
成
規
ニ

均
シ
、

順
次
相
済
候
以
上
毎
村
連
合
等
級
之
比
較
表
ヲ

編
製
差
出
ス

ヘ

シ
、

比
較
表
ヲ

編
製
ス

ル

ハ

、

嚮
ニ

等
級
校
正
之
節
、

接
歩
組
合

村
〻

立
会
、

地
位
之
優
劣
ハ

各
自
視
認
モ

有
之
、

一

己
私
論
ノ

主
張
等
無
之
筈
ニ

付
、

相
須
テ
公
平
均
一

ニ

帰
着
セ

シ

ム

ル

コ

ト
ヲ

要
ス

甲
乙
模
範
地
ヘ

孕
リ
、

双
方
ヘ

地
先
接
続
シ

タ
ル

村
方
ハ

該
村
之
位
置
耕
地
之
盤
□
ニ

拠
リ
、

甲
村
ヘ

何
分
、

乙
村
ニ

何
分
ト
、

分
通
ヲ

以
テ
分
裂
シ
、

比
較
ス

ル

ヲ

以
テ

可
ト
ス

一

　
表
目
編
製
ヲ

甲
乙
二

様
ト
ス
、

模
範
組
合
限
リ
比
較
セ

シ

ヲ

甲
表
ト

称
シ
、

甲
乙
模
範
地
之
中
連
合
之
為
メ
ニ

比
較
ス

ル

ヲ

乙
表
ト

名
ツ

ク
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（「
模
範
地
組
合
村
〻

地
位
等
級
比
較
表
　
甲
」、
「
甲
乙
模
範
組
合
中
接
続
地
比
較
表
　
乙
」
雛
形
略
）

第
二

二
、

二

三

大
区
で

は
、

右
で

作
成
を
指
示
さ
れ
た
田
畑
宅
地
等
級
総
計
書
上
帳
は
一

八
七
六
年
十
一

月
か
ら
十
二

月
初
め
に

か
け
て

各
村
か

ら
提
出
さ
れ
、

第
二

三

大
区
三

小
区
の

ば
あ
い

は
、

こ

れ
に
つ

い

で

十
二

月
十
五
日
に

「
及
川
村
模
範
地
組
合
田
畑
其
他
之
地
位
等
級
比
較
表
」
が

完
成
し
、

十
七
日
に

は
、

模
範
地
組
合
中
接
続
地
比
較
表
の

編
成
に

と
り
か
か
っ

て
い

る
。

同
大
区
で

は
田
畑
に
つ

い

て

は
、

大
部
分
は
、

一

八
七

六
年
中
に

地
位
等
級
編
成
を
な
し
と
げ
た
と
み
ら
れ
る
。

こ

う
し
て
、

一

八
七
七
年
初
頭
の

時
点
で
、

旧
足
柄
県
部
分
の

改
租
事
業
は
ほ
ぼ
「
在
来

ノ

管
下
ト
一

斉
ニ

並
立
」
す
る
に
い

た
っ

た
。

収

穫
・

地

価

の

決

定

さ
て
、

一

八
七
六
（
明
治
九
）
年
十
一

月
中
に

完
了
し
た
旧
神
奈
川
県
下
で
の

関
東
諸
府
県
共
通
方
式
に

よ

る
地
位
等
級
編
成
で

は
、

等
級
ご
と
の

収
穫
・

地
価
額
に

つ

い

て
は
論
ず
る
こ

と
な
く
、

地
位
等
級
編
成
の

後
に
い

た
っ

て

は
じ
め
て

収
穫
高
を
定
め
、

つ

い

で

地
価
額
を
決
め
る
と
さ
れ
た
。

し
か
し
、

七
六
年
十
一

月
県
に

提
出
さ
れ
た
、

第
八
大
区
地
位
等
級
比
較
表
の
、

多
摩
郡
図
師
村
用
掛
鈴
木

弥
右
衛
門
「
控
」（『
町
田
市
史
史
料
集
』
第
七
集
）
の

分
に

は
、

前
記
等
級
段
階
仮
地
価
ノ

義
者
各
自
接
会
平
均
ノ

甲
乙
視
認
シ

供
ス

ル

迄
ノ
モ

ノ
ニ

シ

テ
、

真
ノ

予
定
ニ

ア
ラ
ス
、

若
ク
ハ

之
ヲ

村
民
ニ

照
会
流
布
ス

ル

ト
キ
ハ

、

過
当
云
々

等
ヲ

生
シ
、

夫
カ
タ
メ
表
目
編
成
ノ

渋
滞
ヲ

醸
シ
、

取
極
之
節
ハ

大
ク
ハ

不
都
合
ヲ
極
メ

候
ニ

付
、

嘗
テ
総
代
人
ノ

胸
間
ニ

含
ミ
、

秘
シ

テ
漏
ス

事
ヲ

禁

ス

と
の

注
記
が
あ
っ

て
、

各
村
総
代
人
は
、

こ

の

と
き
仮
定
し
た
等
級
ご
と
の

地
価
額
を
も
と
に

地
位
等
級
編
成
を
行
っ

た
こ

と
が
わ
か
る
。

こ

れ
な

く
し
て
は
、

実
際
の

地
位
等
級
編
成
は
不
可
能
だ
っ

た
で

あ
ろ
う
。

前
述
の

よ
う
に
、

県
は
、

一

八
七
六
年
三

月
、

小
作
米
金
に

よ
る
地
位
等
級
編

成
に

際
し
、

県
全
体
で
、

や
や
新
租
増
と
い

う
概
算
の

も
と
に
、

小
作
米
金
等
級
別
一

反
当
た

り
地
価
予
定
表
（
表
一

－
六
〇
）
を
作
成
し
、

各
大

区
地
租
改
正
取
調
掛
総
代
人
・

区
長
ら
に

提
示
し
た
。

こ

れ
に

も
と
づ

い

て

彼
ら
は
、

管
内
小
作
米
金
に
よ
る
等
級
を
調
整
す
る
と
と
も
に
、

今
後
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の

地
価
決
定
作
業
に

備
え
た
の

で

あ
る
。

そ
の

後
改
正
事
務
局
は
、

こ

の

県
の

方
式
を
否
定
し
、

新
た

な
方
式
に

よ
る
地
位
等
級
編
成

を
命
じ
た
。

し
か
し
、

村
方
に

あ
っ

て
は
、

事
実
上
、

既
成
の

小
作
米
金
に

よ
る
地
位
等
級
を

も
っ

て
こ

れ
に

あ
て

る
こ

と
と

し
、

出
張
改
正
事
務
局
員
・

県

の

黙
認
を
得
た
。

こ

の

こ

と
に

よ
っ

て
、

さ
き
に

県
が
示
し
た

小
作
米
金
等
級
に
よ
る
予
定
地

価
は
、

お
の

ず
か
ら
、

そ
の

ま

ま
新
し
い

地
位
等
級
に
お
け
る

仮
定
地
価
と
目
さ
れ
る
こ

と
に

な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

表1－60　田方1反歩全収穫算則

注　1　「以下等級ノ順次此概略ニ做フ」。
2　添田家文書より作成。
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